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島根県告示第282号

区　　　　　間
敷地の
幅　員

延　　長

0 メートル メートル

前 Ａ
5.00～
33.40

1,722.00

Ａ
5.00～
33.40

1,722.00

Ｂ
8.60～
63.00

1,247.10

前
5.70～
11.00

484.60

後
12.80～
63.00

484.60

前
14.00～
104.00

213.00

後
21.00～
117.00

212.00

前
13.00～
29.00

120.00

後
20.00～
34.00

119.00

前
13.30～
57.70

52.60

後
22.90～
57.70

52.60

〃 鰐淵寺線
出雲市国富町1698番13
地先から同市西郷町379
番１地先まで

前
8.00～
18.00

700.00

　道路の区域を次のように変更したので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により告示する。

その関係図面は、告示の日から15日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

　　平成24年４月24日

島根県知事　溝　口　善兵衛__

道路の
種　類

路　線　名

道　　　路　　　の　　　区　　　域
管轄する地方
機 関 の 名 称

備　　　　考変更前
後の別

一般国道 488号
益田市長沢町ロ999番３
地先から同町ロ481番２
地先まで

益田県土整備
事務所

左記のＡ及びＢは、関
係図面に表示する敷地
の区分をいう。

道路改良工事

ダブルウェイ
後

〃 〃
益田市長沢町ロ481番２
地先から同市匹見町澄
川イ2250番４地先まで

道路改良工事

拡幅

交通安全工事

県　　道
御津東生馬
線

松江市西生馬町603番１
地先から同町365番２地
先まで

松江県土整備
事務所

道路改良工事

拡幅

〃 〃
松江市西生馬町624番１
地先から同町171番２地
先まで

道路改良工事

拡幅

〃
斐川一畑大
社線

出雲市小津町409番２地
先から同町692番６地先
まで

出雲県土整備
事務所

交通安全工事

拡幅
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後
10.80～
20.40

700.00

前
10.50～
52.50

255.00

後
10.50～
52.50

276.00

Ａ
5.00～
11.50

735.00

Ｂ
9.00～
46.00

655.00

Ａ
5.00～
11.50

710.00

Ｂ
9.00～
46.00

630.00

前
6.70～
15.20

151.00

後
7.90～
19.40

151.00

拡幅

〃 〃
大田市祖式町字山本
2434番１地先から同町
字市場2377番地先まで

前

左記のＡ及びＢは、関
係図面に表示する敷地
の区分をいう。

道路改良工事

ダブルウェイ

後

〃
池田久手停
車場線

大田市富山町山中字中
川原512番地先から同字
土居347番地先まで

道路改良工事

拡幅

〃 仁摩邑南線

大田市祖式町字獺越
2624番８地先から同町
字山本2434番１地先ま
で

県央県土整備
事務所大田事
業所

道路改良工事

拡幅
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島根県告示第283号

0 メートル

県　　道 玉湯吾妻山線
松江市玉湯町大谷191番３地先から同
203番１地先まで

245.00
平成24年
４月24日

〃 御津東生馬線
松江市西生馬町603番１地先から同町
624番３地先まで

725.00
平成24年
４月24日

〃
松江鹿島美保
関線

松江市島根町野井１番１地先から同４
番２地先まで

117.00
平成24年
４月24日

〃 安来木次線
雲南市木次町寺領335番２地先から同
341番地先まで

167.00
平成24年
４月24日

雲南県土整備
事務所

〃 玉湯吾妻山線
仁多郡奥出雲町三成802番１地先から同
754番１地先まで

196.00
平成24年
４月24日

雲南県土整備
事務所仁多土
木事業所

〃
佐田小田停車
場線

出雲市佐田町毛津字中村422番１地先か
ら同字宮ノ下川狭314番２地先まで

120.00
平成24年
４月24日

〃
斐川一畑大社
線

出雲市小伊津町409番２地先から同町
692番６地先まで

52.60
平成24年
４月24日

〃 〃
出雲市小津町682番１地先から同町678
番１地先まで

23.80
平成24年
４月24日

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により告示する。

その関係図面は、告示の日から15日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

　　平成24年４月24日

島根県知事　溝　口　善兵衛__

備　　　考

松江県土整備
事務所

出雲県土整備
事務所

道路の
種　類

路　線　名 供 用 開 始 の 区 間 延　長
供用開始
年 月 日

管轄する地方
機 関 の 名 称
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